
【市民税・県民税（住民税）の申告】【所得税の確定申告】【あなたの所得】

申告フローチャート【公的年金等受給者の場合】

年金収入 400 万円以下のみ

（所得税源泉徴収なし）
不要です。

「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除※を受ける

場合、必要です。

（※源泉徴収票の内容で市県民税非課税が明らかな場合に

は不要です。）

受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載

されている場合、不要です。

年金収入 400 万円以下のみ

（所得税源泉徴収あり）

所得税を計算して還付になる場合、

確定（還付）申告することができます。

確定申告をされた場合は不要です。

「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除※を受ける

場合、必要です。

（※源泉徴収票の内容で市県民税非課税が明らかな場合に

は不要です。）所得税を計算して還付がない場合は、

不要です。
受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載

されている場合、不要です。

年金収入 400 万円以下かつ

その他の所得 1円～20 万円

（所得税源泉徴収なし）

不要です。

申告が必要です。

（公的年金等の源泉徴収票に記載の内容と、その他の所得

を申告しても市県民税が非課税となる場合は不要です。）

年金収入 400 万円以下かつ

その他の所得 1円～20 万円

（所得税源泉徴収あり）

所得税を計算して還付になる場合、

確定（還付）申告することができます。

確定申告をされた場合は不要です。

申告が必要です。

（公的年金等の源泉徴収票に記載の内容と、その他の所得

を申告しても市県民税が非課税となる場合は不要です。）
所得税を計算して還付がない場合は、

不要です。

年金収入 400 万円超

または年金収入 400 万以下で

その他の所得 20 万円超

必要です。 確定申告をされた場合は不要です。


